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提
出
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企
業
等
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地
方
移
転
の
推
進
に
関
す
る
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に
対
し
、
別
紙
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を
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衆
議
院
議
員
城
井
崇
君
提
出
首
都
圏
に
集
中
す
る
企
業
等
の
地
方
移
転
の
推
進
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書 

一
に
つ
い
て 

 
 

御
指
摘
の
「
バ
ッ
ク
ア
ッ
プ
首
都
と
し
て
整
備
す
る
こ
と
が
ふ
さ
わ
し
い
地
域
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
必
ず
し
も
明
ら

か
で
は
な
い
が
、
企
業
の
地
方
移
転
に
つ
い
て
は
、
事
業
者
が
、
地
域
再
生
法
（
平
成
十
七
年
法
律
第
二
十
四
号
）
第
五
条

第
四
項
第
五
号
イ
に
規
定
す
る
地
方
活
力
向
上
地
域
又
は
同
号
ロ
に
規
定
す
る
準
地
方
活
力
向
上
地
域
に
お
い
て
、
同
号
に

規
定
す
る
特
定
業
務
施
設
を
整
備
し
た
場
合
に
、
新
た
に
取
得
し
、
又
は
製
作
し
、
若
し
く
は
建
設
し
た
建
物
等
や
新
規
従

業
員
の
雇
入
れ
に
つ
い
て
課
税
の
特
例
等
の
措
置
を
講
じ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。 

 
 

ま
た
、
政
府
関
係
機
関
の
地
方
移
転
に
つ
い
て
は
、
「
政
府
関
係
機
関
移
転
基
本
方
針
」
（
平
成
二
十
八
年
三
月
二
十
二

日
ま
ち
・
ひ
と
・
し
ご
と
創
生
本
部
決
定
）
に
お
い
て
決
定
さ
れ
た
政
府
関
係
機
関
を
対
象
と
し
て
進
め
て
お
り
、
今
後
に

つ
い
て
は
、
「
デ
ジ
タ
ル
田
園
都
市
国
家
構
想
総
合
戦
略
」
（
令
和
四
年
十
二
月
二
十
三
日
閣
議
決
定
）
に
お
い
て
、
令
和

五
年
度
中
に
、
「
総
括
的
な
評
価
を
行
い
、
こ
れ
を
踏
ま
え
て
必
要
な
対
応
を
行
う
」
こ
と
と
し
て
い
る
。 

 
 

さ
ら
に
、
企
業
等
に
お
け
る
事
業
継
続
計
画
の
策
定
を
促
進
す
る
た
め
、
内
閣
府
が
平
成
十
七
年
八
月
に
策
定
し
、
令
和

五
年
三
月
に
改
定
し
た
「
事
業
継
続
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」
を
周
知
し
て
お
り
、
当
該
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
に
お
い
て
、
「
本
社
が
被



 

２ 

 

災
し
た
場
合
の
対
策
」
と
し
て
、
「
同
時
に
被
災
し
な
い
拠
点
を
代
替
拠
点
と
し
て
確
保
す
る
必
要
が
あ
る
」
等
と
示
し
て

い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。 

 
 

政
府
と
し
て
は
、
引
き
続
き
こ
れ
ら
の
施
策
に
取
り
組
ん
で
ま
い
り
た
い
。 


